
- 大泉町 -

- 外
がいこくじん

国人のための生
せいかつ

活・防
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ようこそ大
おお

泉
いずみ

町
まち

へ。 
　この本

ほん

は、大
おお

泉
いずみ

町
まち

に住
す

んでいる外
がい

国
こく

人
じん

の皆
みな

さんが、より安
あん

心
しん

で快
かい

適
てき

な生
せい

活
かつ

を送
おく

れるように作
つく

っ

たものです。この本
ほん

に書
か

いてあることをよく読
よ

んで、日
に

本
ほん

のルールやマナーについて学
まな

びましょう。

【大
おお

泉
いずみ

町
まち

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

コミュニティセンター】

　

　ここでは、外
がい

国
こく

人
じん

の皆
みな

さんに生
せい

活
かつ

に必
ひつ

要
よう

な情
じょう

報
ほう

を提
てい

供
きょう

したり、相
そう

談
だん

を受
う

けたりしています。生
せい

活
かつ

の中
なか

で困
こま

ったことがあれば、相
そう

談
だん

に来
き

てください。

場
ば

所
しょ

：群
ぐん

馬
ま

県
けん

邑
おう

楽
ら

郡
ぐん

大
おお

泉
いずみ

町
まち

吉
よし

田
だ

２０１１－１

時
じ

間
かん

：８：３０〜１８：３０

Tel：０２７６－６２－６０６６

言
こと

葉
ば

：ポルトガル語
ご

の通
つう

訳
やく

がいます。その他
た

の言
こと

葉
ば

は翻
ほん

訳
やく

機
き

を使
つか

ってお話
はな

しします。

■はじめに

■
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いく　　　　　　　　　　 ……………………………………………… (P10)

　   健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

・年
ねん

金
きん                      …………………………………………………… (P13)
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■
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　日
に

本
ほん

で暮
く

らしていくためには、色
いろ

々
いろ

なルールやマナーを守
まも

る必
ひつ

要
よう

があります。外
がい

国
こく

人
じん

の皆
みな

さん

にとっては、戸
と

惑
まど

うことも多
おお

いかもしれませんが、町
まち

からのお知
し

らせを見
み

たり、近
きん

所
じょ

の人
ひと

たちや

友
とも

だちなどに教
おそ

わりながら、ルールを守
まも

るようにしましょう。

   自
じ

治
ち

会
かい

に入
はい

りましょう

　自
じ

治
ち

会
かい

は、地
ち

域
いき

に住
す

む人
ひと

たちが清
せい

掃
そう

や防
ぼう

災
さい

訓
くん

練
れん

、住
す

んでいる人
ひと

たち同
どう

士
し

の交
こう

流
りゅう

のためのイベン

トなどを行
おこな

っている会
かい

です。

　近
きん

所
じょ

の人
ひと

たちが出
だ

し合
あ

ったお金
かね

で活
かつ

動
どう

しています。

　自
じ

治
ち

会
かい

に入
はい

ると、町
まち

からのお知
し

らせなどが届
とど

くようになります。

　もしもの時
とき

、地
ち

域
いき

の人
ひと

と助
たす

け合
あ

えるよう、自
じ

治
ち

会
かい

には必
かなら

ず入
はい

りましょう。

暮
く

らしのマナー編
へん 

■みんなで快
かい

適
てき

に生
せい

活
かつ

するために

■  
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    音
おと 

　日
に

本
ほん

では家
いえ

と家
いえ

の距
きょ

離
り

が近
ちか

いため、大
おお

きな音
おと

は近
きん

所
じょ

の人
ひと

の迷
めい

惑
わく

になりますので、お互
たが

いに気
き

をつけましょう。

    ごみの出
だ

し方
かた 

　大
おお

泉
いずみ

町
まち

では、家
か

庭
てい

から出
で

るごみを「燃
も

えるごみ」「燃
も

えないごみ」「資
し

源
げん

ごみ」の３種
しゅ

類
るい

に分
ぶん

別
べつ

して、

決
き

められたごみ捨
す

て場
ば

に出
だ

すルールがあります。

　ごみの種
しゅ

類
るい

によって、集
あつ

める曜
よう

日
び

が決
き

まっています。ごみ収
しゅう

集
しゅう

カレンダーで収
しゅう

集
しゅう

日
び

を確
かく

認
にん

をし

て、当
とう

日
じつ

の朝
あさ

8時
じ

30分
ふん

までに出
だ

しましょう。

　収
しゅう

集
しゅう

日
び

ではない日
ひ

や、収
しゅう

集
しゅう

日
び

の前
ぜん

日
じつ

の夜
よる

にごみを出
だ

してはいけません。

　ソファやベッドなどの大
おお

きなごみは、収
しゅう

集
しゅう

できません。自
じ

分
ぶん

で清
せい

掃
そう

センターに持
も

って行
い

きましょう。
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　また、家
か

電
でん

製
せい

品
ひん

（テレビ、洗
せん

濯
たく

機
き

、冷
れい

蔵
ぞう

庫
こ

、エアコン）はごみとして出
だ

せません。業
ぎょう

者
しゃ

にお願
ねが

いして、リサイクル料
りょう

を払
はら

って回
かい

収
しゅう

してもらいましょう。

    交
こう

通
つう

ルールやマナー  
　車

くるま

を運
うん

転
てん

するときはしっかりと交
こう

通
つう

ルールを守
まも

りましょう。無
む

免
めん

許
きょ

での運
うん

転
てん

やお酒
さけ

を飲
の

んでの

運
うん

転
てん

は絶
ぜっ

対
たい

にしてはいけません。

　また、事
じ

故
こ

に備
そな

えて、任
にん

意
い

保
ほ

険
けん

に加
か

入
にゅう

しておきましょう  
　自

じ

転
てん

車
しゃ

も車
しゃ

両
りょう

のひとつです。暗
くら

くなったら必
かなら

ずライトをつける、お酒
さけ

を飲
の

んだら運
うん

転
てん

しないな

ど、ルールを守
まも

りましょう。 
　また、自

じ

転
てん

車
しゃ

を運
うん

転
てん

する人
ひと

のための保
ほ

険
けん

もあります。
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    ペット

　犬
いぬ

を飼
か

うときは町
まち

に登
とう

録
ろく

の届
とどけ

出
で

をし、毎
まい

年
とし

、狂
きょう

犬
けん

病
びょう

の予
よ

防
ぼう

注
ちゅう

射
しゃ

を受
う

けさせなければなりません。

　散
さん

歩
ぽ

のときなどはペットのフンは必
かなら

ず持
も

ち帰
かえ

って処
しょ

分
ぶん

しましょう。

　一
いち

度
ど

ペットを飼
か

い始
はじ

めたら家
か

族
ぞく

の一
いち

員
いん

として最
さい

後
ご

まで面
めん

倒
どう

を見
み

ましょう。
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     税
ぜい

金
きん 

　税
ぜい

金
きん

は皆
みな

さんの生
せい

活
かつ

をより良
よ

くするために使
つか

われている大
たい

切
せつ

なお金
かね

ですので、必
かなら

ず納
おさ

めましょう。

　税
ぜい

金
きん

が払
はら

えないときは、そのままにせず、すぐに役
やく

場
ば

に相
そう

談
だん

に行
い

きましょう。   
【会

かい

社
しゃ

をやめたとき】

 

　昨
さく

年
ねん

分
ぶん

の住
じゅう

民
みん

税
ぜい

が残
のこ

っている場
ば

合
あい

、残
のこ

りをまとめて最
さい

後
ご

の給
きゅう

与
よ

から控
こう

除
じょ

してもらい会
かい

社
しゃ

に納
おさ

め

るか、自
じ

分
ぶん

で残
のこ

りの分
ぶん

を役
やく

場
ば

に支
し

払
はら

います。  
【帰

き

国
こく

するとき】

 

　納
おさ

める必
ひつ

要
よう

がある住
じゅう

民
みん

税
ぜい

や国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

税
ぜい

などが残
のこ

っている場
ば

合
あい

がありますので、全
ぜん

額
がく

納
おさ

めて

ください。  

知
し

っておくと役
やく

に立
た

つ制
せい

度
ど

編
へん 
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【税
ぜい

金
きん

を納
おさ

めないとどうなるか】

 

　税
ぜい

金
きん

を期
き

限
げん

までに納
おさ

めないと、延
えん

滞
たい

金
きん

などが加
か

算
さん

されたり、給
きゅう

与
よ

などが差
さ

し押
お

さえられたりす

ることもあります。 
【確

かく

定
てい

申
しん

告
こく

】

 

　毎
まい

年
とし

2月
がつ

16日
にち

から3月
がつ

15日
にち

は、確
かく

定
てい

申
しん

告
こく

の期
き

間
かん

です。   
　確

かく

定
てい

申
しん

告
こく

とは、前
まえ

の年
とし

1年
ねん

間
かん

の所
しょ

得
とく

と、それにかかる税
ぜい

金
きん

を計
けい

算
さん

して、税
ぜい

務
む

署
しょ

に申
しん

告
こく

書
しょ

を提
てい

出
しゅつ

することです。  
　自

じ

営
えい

業
ぎょう

の人
ひと

や二
ふた

つ以
い

上
じょう

の会
かい

社
しゃ

から給
きゅう

料
りょう

をもらっている人
ひと

、マイホームを購
こう

入
にゅう

した人
ひと

は、自
じ

分
ぶん

で

申
しん

告
こく

を行
おこな

う必
ひつ

要
よう

があります。  
申
しん

告
こく

は必
かなら

ず行
おこな

いましょう。 
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    子
こ

育
そだ

て・教
きょう

育
いく　

日
に

本
ほん

の教
きょう

育
いく

・保
ほ

育
いく

の制
せい

度
ど 

0〜6歳
さい 6〜12歳

さい 12〜15歳
さい 15〜18歳

さい 18〜22歳
さい 22歳

さい

〜 
幼
よう

稚
ち

園
えん

 ※3〜6歳
さい  

小
しょう

学
がっ

校
こう

（6年
ねん

間
かん

） 中
ちゅう

学
がっ

校
こう

（3年
ねん

間
かん

） 
高
こう

等
とう

学
がっ

校
こう

（3〜4年
ねん

間
かん

）

大
だい

学
がく

（4年
ねん

間
かん

） 大
だい

学
がく

院
いん

保
ほ

育
いく

園
えん  

認
にん

定
てい

こども園
えん 高

こう

等
とう

専
せん

門
もん

学
がっ

校
こう

（5年
ねん

間
かん

）

義
ぎ

務
む

教
きょう

育
いく

（学
がっ

校
こう

に通
かよ

う必
ひつ

要
よう

がある

期
き

間
かん

） 
就
しゅう

職
しょく

短
たん

期
き

大
だい

学
がく

（2年
ねん

間
かん

）

専
せん

門
もん

学
がっ

校
こう

（1〜3年
ねん

間
かん

）
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　外
がい

国
こく

人
じん

の子
こ

どもたちは、就
しゅう

学
がく

の義
ぎ

務
む

はありませんが、本
ほん

人
にん

と親
おや

の希
き

望
ぼう

があれば入
にゅう

学
がく

することが

できます。子
こ

どもたちの将
しょう

来
らい

のため、子
こ

どもに同
おな

じ環
かん

境
きょう

で継
けい

続
ぞく

して教
きょう

育
いく

を受
う

けさせましょう。

　公
こう

立
りつ

小
しょう

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

では、授
じゅ

業
ぎょう

料
りょう

はかかりませんが、給
きゅう

食
しょく

費
ひ

や教
きょう

材
ざい

費
ひ

などは親
おや

が支
し

払
はら

う必
ひつ

要
よう

があります。

　子
こ

どもを学
がっ

校
こう

に通
かよ

わせるためにはとてもお金
かね

がかかりますので、早
はや

いうちから準
じゅん

備
び

しておきま

しょう。

　また、子
こ

どもがより良
よ

い学
がっ

校
こう

生
せい

活
かつ

を送
おく

るためには、本
ほん

人
にん

はもちろん、親
おや

も日
に

本
ほん

語
ご

を勉
べん

強
きょう

するこ

とがとても大
たい

切
せつ

です。

母
ぼ

子
し

・健
けん

診
しん 

　妊
にん

娠
しん

したときは、すぐに役
やく

場
ば

に相
そう

談
だん

しましょう。

　母
ぼ

子
し

健
けん

康
こう

手
て

帳
ちょう

は、病
びょう

院
いん

に行
い

くとき必
ひつ

要
よう

になりますので、必
かなら

ずもらって、大
たい

切
せつ

に保
ほ

管
かん

しましょう。
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　子
こ

どもが生
う

まれる前
まえ

の妊
にん

婦
ぷ

健
けん

診
しん

や、生
う

まれた後
あと

の乳
にゅう

幼
よう

児
じ

検
けん

診
しん

や予
よ

防
ぼう

接
せっ

種
しゅ

はとても大
たい

切
せつ

です。

　子
こ

どもの健
けん

康
こう

のために必
かなら

ず受
う

けましょう。 児じ 童
どう

手
て

当
あて

・児
じ

童
どう

扶
ふ

養
よう

手
て

当
あて 

児
じ

童
どう

手
て

当
あて

は、日
に

本
ほん

に住
す

む15歳
さい

までの子
こ

どもを持
も

つ保
ほ

護
ご

者
しゃ

に支
し

給
きゅう

されるものです。

児
じ

童
どう

扶
ふ

養
よう

手
て

当
あて

は、ひとり親
おや

世
せ

帯
たい

で、18歳
さい

までの子
こ

どもを持
も

つ父
ふ

母
ぼ

や養
よう

育
いく

者
しゃ

に支
し

給
きゅう

されるものです。

児
じ

童
どう

手
て

当
あて

や児
じ

童
どう

扶
ふ

養
よう

手
て

当
あて

を受
じゅ

給
きゅう

している人
ひと

は、毎
まい

年
とし

1回
かい

、現
げん

況
きょう

届
とどけ

を提
てい

出
しゅつ

しなければなりません。

現
げん

況
きょう

届
とどけ

を提
てい

出
しゅつ

しないと手
て

当
あて

を受
う

けることができなくなります。
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    健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

・年
ねん

金
きん  

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん 

　3か月
げつ

より長
なが

く日
に

本
ほん

に住
す

む資
し

格
かく

がある人
ひと

は、必
かなら

ず健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

に加
か

入
にゅう

しなければなりません。

病
びょう

気
き

やケガをしたときに、健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

に入
はい

っていないと、病
びょう

院
いん

で多
た

額
がく

の治
ち

療
りょう

費
ひ

を払
はら

わなければなら

なくなります。

　健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

には、会
かい

社
しゃ

などの健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

と国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

があり、会
かい

社
しゃ

などの健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

に加
か

入
にゅう

してい

ない人
ひと

は、国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

に加
か

入
にゅう

しましょう。

　国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

では、次
つぎ

のようなときは役
やく

場
ば

で手
て

続
つづ

きが必
ひつ

要
よう

です。

■国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

に加
か

入
にゅう

するとき

■加
か

入
にゅう

している人
ひと

が亡
な

くなったとき

■加
か

入
にゅう

している人
ひと

に子
こ

どもが生
う

まれたとき
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■他
た

の市
し

町
ちょう

村
そん

へ転
てん

出
しゅつ

または帰
き

国
こく

するとき

■会
かい

社
しゃ

などの健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

に加
か

入
にゅう

したときや会
かい

社
しゃ

などの健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

を抜
ぬ

けるとき

年
ねん

金
きん 

　高
こう

齢
れい

になったり、ケガをして障
しょう

害
がい

が残
のこ

って働
はたら

けなくなった時
とき

などに、お金
かね

を支
し

給
きゅう

するための制
せい

度
ど

です。

　外
がい

国
こく

人
じん

でも、3か月
げつ

より長
なが

く日
に

本
ほん

に滞
たい

在
ざい

する20〜60歳
さい

の人
ひと

は加
か

入
にゅう

しなければなりません。

　65歳
さい

以
い

上
じょう

の人
ひと

がもらえる老
ろう

齢
れい

年
ねん

金
きん

は最
さい

低
てい

10年
ねん

間
かん

加
か

入
にゅう

している必
ひつ

要
よう

があるなど、支
し

給
きゅう

には条
じょう

件
けん

があります。

　また、6か月
げつ

以
い

上
じょう

保
ほ

険
けん

料
りょう

を納
おさ

めた外
がい

国
こく

人
じん

が帰
き

国
こく

した場
ば

合
あい

、2年
ねん

以
い

内
ない

であれば脱
だっ

退
たい

一
いち

時
じ

金
きん

の請
せい

求
きゅう

ができます。
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     防
ぼう

災
さい                     

　日
に

本
ほん

は地
じ

震
しん

や台
たい

風
ふう

などの災
さい

害
がい

が多
おお

い国
くに

です。災
さい

害
がい

はいつどこで起
お

きるか分
わ

かりませんので普
ふ

段
だん

から備
そな

えておくことが大
たい

切
せつ

です。

準
じゅん

備
び            

　災
さい

害
がい

が起
お

きたときのために、普
ふ

段
だん

から準
じゅん

備
び

や情
じょう

報
ほう

収
しゅう

集
しゅう

をしておきましょう。

　３日
にち

分
ぶん

くらいの食
た

べもの、飲
の

みものや、懐
かい

中
ちゅう

電
でん

灯
とう

、薬
くすり

などは、いつでも持
も

ち出
だ

せるようまとめ

て袋
ふくろ

に入
い

れておきましょう。

　また、家
いえ

の近
ちか

くの避
ひ

難
なん

所
しょ

の場
ば

所
しょ

を確
かく

認
にん

しておきましょう。
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情
じょう

報
ほう 

　地
じ

震
しん

や大
おお

雨
あめ

が起
お

きたときには、まず情
じょう

報
ほう

を集
あつ

めましょう

・テレビやラジオ、インターネットなどで確
かく

認
にん

する

・防
ぼう

災
さい

マップを見
み

る

・日
に

本
ほん

語
ご

が分
わ

かる友
とも

だちに連
れん

絡
らく

する

　また、多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

コミュニティセンターのホームページでは、災
さい

害
がい

が起
お

きたとき、避
ひ

難
なん

するた

めの情
じょう

報
ほう

を多
た

言
げん

語
ご

で出
だ

しています。
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避
ひ

難
なん       

　災
さい

害
がい

が起
お

きたときは自
じ

分
ぶん

の身
み

を守
まも

るために、自
じ

治
ち

体
たい

などの情
じょう

報
ほう

に従
したが

い、避
ひ

難
なん

しましょう。

地
じ

震
しん

が起
お

きたときは            
　大

おお

きな地
じ

震
しん

が起
お

きたときは、まずは丈
じょう

夫
ぶ

な机
つくえ

などの下
した

に身
み

を隠
かく

しましょう。

　扉
とびら

がゆがんで開
ひら

かなくなってしまうこともあるので、脱
だっ

出
しゅつ

口
こう

を確
かく

保
ほ

しておきましょう。

　急
きゅう

に外
そと

に飛
と

び出
だ

すと危
き

険
けん

ですので、周
しゅう

囲
い

をよく確
たし

かめ、揺
ゆ

れがおさまってから避
ひ

難
なん

しましょう。

　危
き

険
けん

なものが落
お

ちている場
ば

合
あい

もあるため、室
しつ

内
ない

でも靴
くつ

などを履
は

いて動
うご

きましょう。

　車
くるま

の中
なか

にいたときは、まず車
くるま

を止
と

めてエンジンを切
き

りましょう。避
ひ

難
なん

するときは鍵
かぎ

をつけたま

まにしておきましょう。
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警
けい

戒
かい

レベル 
　大

おお

雨
あめ

が降
ふ

った時
とき

の災
さい

害
がい

の危
き

険
けん

度
ど

を数
すう

字
じ

で表
あらわ

しています。  
    

レベル5　災
さい

害
がい

が起
お

きているので、命
いのち

を守
まも

りましょう 
レベル4　全

ぜん

員
いん

が安
あん

全
ぜん

な場
ば

所
しょ

に避
ひ

難
なん

しましょう 
レベル3　避

ひ

難
なん

に時
じ

間
かん

がかかる人
ひと

は避
ひ

難
なん

しましょう（お年
とし

寄
よ

りや小
ちい

さい子
こ

どもなど）

レベル2　避
ひ

難
なん

の方
ほう

法
ほう

を考
かんが

えておきましょう 
レベル1　情

じょう

報
ほう

を集
あつ

めましょう 
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警
けい

察
さつ

・消
しょう

防
ぼう

への通
つう

報
ほう

のしかた 
　いざという時

とき

のために警
けい

察
さつ

・消
しょう

防
ぼう

への連
れん

絡
らく

のやり方
かた

を覚
おぼ

えましょう

　事
じ

件
けん

、事
じ

故
こ

のとき：警
けい

察
さつ

署
しょ

（Tel：110）

　火
か

事
じ

、ケガ、病
びょう

気
き

のとき：消
しょう

防
ぼう

署
しょ

（Tel：119）
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